






事業法改正と電力情報のガバナンス

4

• 電力情報については、従来目的外利用が禁止されていたが、
防災対応、犯罪防止、見守り等々の利用可能性を踏まえ、
電力データの利活用を認める電気事業法の改正を行った

• 情報銀行を念頭にした議論も、法改正の途上で行われた

出典：内閣府規制改革推進会議成長戦略ワーキング・グループ 第８回 経済産業省資料より



事業法改正と電力情報のガバナンス
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• 情報銀行のスキームよりもさらに強力な、国による認定を
受けた公的な組織を設置することを踏まえた法令上のがバ
ンスがより強い仕組みを設置

• ただし、実際に遵守を求める内容は、情報銀行で議論した
内容が参考にされたものとなっている

出典：内閣府規制改革推進会議成長戦略ワーキング・グループ 第８回 経済産業省資料より





電子決済等代行業の状況
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出典：金融庁HP（https://www.fsa.go.jp/status/keiyakujoukyou_api/index.html）より

• 下記は2020年2月下旬時点での金融庁公表資料

• その後の公式な統計は発表されていないが、銀行法の契
約締結期限（＊）までに、契約締結意向があった、銀
行・電子決済等代行業者間の契約は締結に至る見込み

（＊）コロナ対応の銀行法施行規則改正で2020年9月まで契約締結期限を一部猶予



電子決済等代行業の状況
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出典：公正取引委員会「フィンテックを活用した金融サービスの向上に向けた競争政策上の課題について」報告書概要より

• 電子決済等代行業においては、個人情報の第三者提供が
予定されているが、情報利活用を制限することが、独占
禁止法上問題になるおそれが指摘

• 全銀協の銀行API利用契約雛形（3条、13条、17条）で
は一定の範囲・手続に基づいて、情報の利活用を許容



新たな金融仲介制度の概要
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出典：規制改革推進会議 投資等WG（2020年4月10日）金融庁提出資料7頁

• 金融サービス仲介法制では、Fintech事業者等の情報を
利用した銀行・証券・保険・貸金に渡る情報を利用した
媒介業務を１ライセンスで実施できるよう法整備

• 電子的に業務を行う事業者は、電子決済等代行事業者と
みなされる





マイナポータルAPIとPHRに関する議論

出典：総務省・経産省 国民の健康づくりに向けたＰＨＲの推進に関する検討会 民間利活用作業班（第１回）資料４より

• マイナポータルのAPIを経由した検診情報の提供にあ
たっては、情報を保管、提供又は健康サービスに供する
事業者にも一定のガバナンスが求められる

• PHRサービスにおいても、要配慮個人情報と個人情報の
両方が含まれ得ることも含めて検討されている



の機能と論点（記録管理・閲覧機能）

出典：総務省・経産省 国民の健康づくりに向けたＰＨＲの推進に関する検討会 民間利活用作業班（第２回）資料４より
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• PHRサービスにおいて提供する機能ごとに論点を整理し
ている

• セキュリティのレベル、情報の相互運用性等が論点



の機能と論点（リコメンド機能）

出典：総務省・経産省 国民の健康づくりに向けたＰＨＲの推進に関する検討会 民間利活用作業班（第２回）資料４より
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• リコメンドにあたっては、その内容の「質」の評価や、
医療従事者の関与等のガバナンスの体制が論点に



の機能と論点（第三者提供機能）

出典：総務省・経産省 国民の健康づくりに向けたＰＨＲの推進に関する検討会 民間利活用作業班（第２回）資料４より

14

• 第三者提供にあたっては、同意取得のあり方やガバナン
スの仕組みなどが論点に



の利活用に関する論点

出典：厚生労働省第３回健康・医療・介護情報利活用検討会 参考資料３より
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• 官民共同規制による整備の方向が示されている

• サービスの機能、情報の種類（医療、健康情報の混在）
などを踏まえたルール形成に特徴



の機能と論点（参考資料）

出典：総務省・経産省 国民の健康づくりに向けたＰＨＲの推進に関する検討会 民間利活用作業班（第２回）資料４より
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産市場における情報の活用

出典：内閣府規制改革推進会議成長戦略ワーキング・グループ 第８回 国交省資料より
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• 不動産取引について、成約情報等を搭載するデータベース
が存在するが、市場活性化と個人情報保護の双方の観点が
存在する



産市場における情報の活用

出典：内閣府規制改革推進会議成長戦略ワーキング・グループ 第８回 国交省資料より
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ンズでは、消費者に詳細な情報を提供しないことにより、個人情報
保護を果たそうとする面がある（一方で情報利活用が消費者の利益に資
する側面もある）

• 本年7月の規制改革推進会議答申では、国交省に以下の検討を要請
– 不動産市場の活性化や資産の有効活用を図るためのレインズ情報の蓄積・利用の拡

大に当たっては、登録物件情報の拡充を図るに当たり取引情報を登録する宅建業者
にインセンティブを与えるための方策のあり方を検討する。また、外部学術機関、
個人情報保護に関する情報加工技術に知見を有する者等と連携し、加工措置等も含
めて個人情報保護への留意のあり方の検討も行う。



S関連データの連携に関するガイドライン

出典：国土交通省HP（https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo12_hh_000181.html）掲載資料
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• MaaSにおいては、非個人情報レベルの情報連携に関する
議論も重要になっている。競争・協調の切り分けも論点

• 予約・決済や移動関連の情報が個人情報を含みうる



の交通サービスでの個人情報の利用

出典：国土交通省HP（https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001332965.pdf）掲載資料

22

空港での顔認証技術を活用したOne IDサービスについて、個
人データの取扱に関する議論を整理

• 情報の利用制限、情報の消去等のガバナンスに配慮
• 公共交通機関のリアルタイム混雑情報の検討会も別途行われて

いるが、私見では、個別交通サービス提供のために情報収集す
る場合は、個人情報の利活用よりも、情報保有の制限等、安全
性確保の意識が強まる傾向もあると思われる。






